
、． ち、自らが感染予防に努めると・ともに、結核患者が差  
別や偏見を受け卑ことがないよう配慮することが重要  

1病院等の医療機関においては、適切な医学的管理  
下にあるものの、その性質上、〉患者及び従事者には結  
核感染の機会が潜んでおり、かつ実際の感染事例も少  
なくないという現状にかんがみ、院内感染対策委員会  
等を中心に院内感染の防止並びに発生時の感染源及び  
感染経路調査等に取り組むことが重要である。また、  
実際に行っている対策及び発生時の対応に関する情報  
について、都道府県等や他の施設に提供することによ  
り、子の共有化を図ることが望ましい。  

2学校、，社会福祉施設、学習塾等において結核が発  
生し、及びまん延しないよう、・都道府県等にあって  
は、施設内感染の■予防に関する最新の医学的知見等を  
踏まえた情報をこれらの施設の管理者に適切に 
ることが重要であるい  

3都道府県等は、結核の発隼の予防及びそのまん延  
の防止を目的に、施設内（院内）感染に関する情報や研  
究の成果を、・医師会等の関係国体等の協力を待つつ、  
病院等、・学校、社会福祉施設、学習塾等の関係者に普 
及していくことが重要である。また、これちの施設の  
管理者にあっては、提供された情報に基づき、必要な  
措置を講ずる．とともに∴普段からの施設内（院内）の患  
者、生徒、収容されている者及び職員の健康管理等に  
より、患者が早期に発見されるように努めることが重  
要である。外来患者やデイケア等を利用する通所者に  
対しても、十分な配慮がなされることが望ま’しい。  
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ニ 小児結核対策  

1．小児重症患者発生時の医療提供体  
制の確保について、記述することが  

必要か、、  

結核感染危険率の減少を反映して、小児結核において  
も著しい改善が認められているが、小児結核対策を取  
り巻く状鱒の変化に伴い、個別的対応が必要であると  
の観点から、接触者健診の迅速な実施、化学予防の徹  
底、結核診断能力の向上、小児結核発生動向調査等の  
充実を図ることが重要である。  

三 保健所の機能強化  

2、結核対策における技術的適正性の  
維持のためには、国や民間の研究機  
関の技術的支援のもと、対策実施組  
織の集約化を図っていく．ことが必要  
か。  

保健所は、結核対策において、市町村からの求めに応  
じた技術支援、法第十七条の規定に基づく結核に係る  
健康診断の実施、感染症の診査に関する協議会の運営  
等による適正な医療の普及、訪問等による患者の治療  
支援、地域への結核に関する情報の発信及び技術支  
援・指導、届出に基づく発生動向の把握貌び分析等  
様々な役割を果たしている。都道府県等は、保健所に  
よる公的関与の優先度を考慮して業務の重点化や効率  
化を行うとともに、保健所が公衆衛生対策上の重要な  
拠点であることにかんがみ、結核対策の技術的拠点と  
しての位置付けを明確にすべきである。  

具 体的な目標等  第九  

一 兵体的な目標  

1，今後、効果的な結核対策の計画、  

目標としてどのようなものが考えち  実施、評価を行うために、具体的な  れるか。  
結核対策を総合的に推進することにより、我が国が、  
世界保健機関のいう中まん延国・結核改善足踏み国を  
脱し、近い将来、結核を公衆衛生上の課題から解消す  
ることを日原とする。具体的には、国においては、ニ  
千十年（平成二十二年）までに、暗疲塗抹陽性肺結核患  
者に対する直子妾服薬確認治癒率を九十五パーセント以  
上、治療央敗・脱落率を五パーセント以下、人口十万  
人対り患率を十八以下とすることを目指すこととす  
る。  

ニ 目標の達成状況の評価及び展開  

一に定める目標を達成するためには、本指針に掲げた  
取組の進ちょく状況について、定期的に把握し、専門  
家等の意見を聴きながら評価を行うとともに、必琴に  
応じて、取組の見直しを行うことが重要である。   




